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議事日程 平成30年６月15日 午前10時30分開会（開議） 

   日程第１  選挙第１号 選挙管理委員及び同補充員の選挙 

   日程第２  意見書案第１号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に

係る意見書（案） 

   日程第３  討論・採決 

   日程第４  委員会の閉会中の所管事務調査の件について 

 

午前10時30分 開議 

○議長（寺﨑太彦君） 

 皆さんおはようございます。本日、開会がおくれましたことに対して執行部におわび申し

上げます。 

 ただいまの出席議員は10名でございます。定足数に達していますので、これより本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

      日程第１ 選挙第１号 

○議長（寺﨑太彦君） 

 日程第１．選挙第１号 選挙管理委員及び同補充員の選挙。 

 選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまして、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 異議なしと認めます。よって、選挙の方法につきましては、指名推選によることに決定い

たしました。 

 お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することとしたいと思

いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 選挙管理委員については、古川直美君、八谷勝憲君、大石尚男君、重松信文君、選挙管理

委員補充員につきましては、原和昭君、原福次君、小野照次君、平尾晴久君、以上の方を指

名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました方々を選挙管理委員及び同補

充員の当選人と定めることに御異議ございませんか。 



 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました方々が選挙管理委員及び選挙管

理委員補充員に当選されました。 

 次に、補充の順序についてお諮りいたします。補充の順序は、ただいま議長が指名した順

序にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 異議なしと認めます。よって、補充の順序はただいま議長が指名した順序に決定いたしま

した。 

      日程第２ 意見書案第１号 

○議長（寺﨑太彦君） 

 日程第２．意見書案第１号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意

見書（案）。 

 これから提出者より説明をお願いいたします。 

○５番（漆原悦子君） 

 皆さんおはようございます。読み上げて、意見書案を説明させていただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

意見書案第１号 

 上峰町議会議長 寺 﨑 太 彦 様 

提出者 上峰町議会議員 漆 原 悦 子 

教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書（案） 

 上記の意見書（案）を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 

平成30年６月15日提出  

───────────────────────────── 

教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書（案） 

 学校現場における課題が複雑化・困難化する中で子どもたちのゆたかな学びを実現するた

めには、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが不可欠である。特に小学校にお

いては、18年度から新学習指導要領の移行期間に入り、外国語教育実施のため授業時数の調

整など対応に苦慮する状況となっている。ゆたかな学びの実現のためには教職員定数改善な

どの施策が最重要課題である。また、明日の日本を担う子どもたちを育む学校現場において、

教職員が人間らしい働き方ができるための長時間労働是正が必要であり、そのための教職員

定数改善は欠かせない。 

 義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率が



 

２分の１から３分の１に引き下げられた。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置を

行っている自治体もあるが、地方自治体の財政を圧迫していることや自治体間の教育格差が

生じることは大きな問題である。国の施策として定数改善にむけた財源保障をし、子どもた

ちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。

ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠である。 

 よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体

が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強く要請す

る。 

記 

１．計画的な教職員定数改善を推進すること。 

２．教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国

  の負担割合を２分の１に復元すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成30年６月15日 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上です。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（寺﨑太彦君） 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 ないようですので、意見書案第１号の質疑を終結いたします。 

 これから意見書案第１号を採決いたします。 

 本案について賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、意見書案第１号は可決されました。 

      日程第３ 討論・採決 



 

○議長（寺﨑太彦君） 

 日程第３．討論・採決。 

 議案第22号 専決処分の承認を求めることについて（上峰町税条例の一部を改正する条

例）の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第22号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、議案第22号は原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

 議案第23号 専決処分の承認を求めることについて（上峰町国民健康保険条例の一部を改

正する条例）の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第23号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、議案第23号は原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

 議案第24号 上峰町税条例の一部を改正する条例の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第24号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

 議案第25号 上峰町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定



 

める条例の一部を改正する条例の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第25号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

 議案第26号 平成30年度上峰町一般会計補正予算（第１号）の討論に入ります。討論はあ

りませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第26号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

 議案第27号 平成30年度上峰町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の討論に入り

ます。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第27号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 

 議案第28号 上峰町固定資産評価員の選任についてを議題といたします。 

 小野清人君の退場を求めます。 

    〔小野税務課長 退場〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 これより討論を省略して、議案第28号を採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 



 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 異議がないようですので、議案第28号を採決いたします。 

 本案について同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、議案第28号は同意することに決定いたしました。 

 しばらくお待ちください。小野清人君の入場を認めます。 

    〔小野税務課長 入場〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 次に進みます。 

 議案第29号 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合規約

の変更についての討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第29号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

 発議第２号 上峰町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の討論に入ります。討論

はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 討論なしと認めます。 

 これより発議第２号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

      日程第４ 委員会の閉会中の所管事務調査の件について 

○議長（寺﨑太彦君） 

 日程第４．委員会の閉会中の所管事務調査の件について、これを議題といたします。 



 

 お手元に配付のとおり、各委員長からの会議規則第75条の規定により、所管事務の閉会中

の継続調査の申し出があっております。 

 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに賛成の

皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（寺﨑太彦君） 

 起立全員であります。よって、本件につきましては委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年第２回上峰町議会定例会を閉会いたします。大変お疲れさま

でした。御協力ありがとうございました。 

午前10時45分 閉会 
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